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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第67期
第３四半期
連結累計期間

第68期
第３四半期
連結累計期間

第67期

会計期間
自  平成23年４月１日

至  平成23年12月31日

自  平成24年４月１日

至  平成24年12月31日

自  平成23年４月１日

至  平成24年３月31日

完成工事高 （百万円） 138,282 147,417 189,716

経常利益 （百万円） 7,075 8,033 9,033

四半期（当期）純利益 （百万円） 3,587 4,575 4,372

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,421 5,027 4,255

純資産額 （百万円） 66,782 72,403 69,602

総資産額 （百万円） 145,931 166,263 156,108

１株当たり四半期（当期）
純利益

（円） 97.98 125.89 119.52

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 44.2 41.9 42.9

　

回次
第67期
第３四半期
連結会計期間

第68期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年10月１日

至  平成23年12月31日

自  平成24年10月１日

至  平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 13.55 44.80

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  完成工事高には、消費税等は含まれておりません。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国では緩やかな回復が続いたものの、欧州債務問題

の長期化や中国をはじめとする新興国の成長減速などにより、全般的には弱い回復にとどまっています。

日本経済は、世界経済の減速を受けて輸出や生産が減少するなど、厳しい状況が続きましたが、新政権の

経済政策への取り組みに対する期待から円安・株高の動きが見られるなど、明るい兆しも見え始めてお

ります。

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間における受注工事高は、東南アジアや北米などの地

域で受注が増加したことにより、1,432億89百万円(前年同四半期比4.6％増加)となりました。完成工事高

は、タイやシンガポール、中国などの工事出来高が増加したことにより、1,474億17百万円(前年同四半期

比6.6％増加)となりました。

利益面につきましては、完成工事総利益率が前年同四半期より0.4ポイント改善して13.7％となったこ

とや、完成工事高が前年同四半期比で91億35百万円増加したことなどにより、営業利益は74億72百万円

(前年同四半期比９億26百万円増加)、経常利益は80億33百万円(前年同四半期比９億58百万円増加)、四半

期純利益は45億75百万円(前年同四半期比９億88百万円増加)となりました。

　

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

　

環境システム事業

受注工事高は、タイやフィリピン、マレーシアなど東南アジアにおける工事需要を着実に取り込んだこ

となどにより、増加しました。完成工事高は、タイやシンガポールなど海外の工事高は増加しましたが、国

内の工事の出来高が伸び悩み、減少しました。

この結果、受注工事高は、987億41百万円(前年同四半期比12.1％増加)となりました。このうちビル空調

分野は、287億33百万円(前年同四半期比21.7％増加)、産業空調分野は、700億８百万円(前年同四半期比

8.5％増加)となりました。完成工事高は、901億８百万円(前年同四半期比3.5％減少)となりました。この

うちビル空調分野は、258億87百万円(前年同四半期比20.9％減少)、産業空調分野は642億21百万円(前年

同四半期比5.9％増加)となりました。セグメント利益(経常利益)につきましては43億円(前年同四半期比

11億44百万円増加)となりました。

EDINET提出書類

株式会社大気社(E00183)

四半期報告書

 3/21



　

塗装システム事業

受注工事高は、北米やタイなど海外においては自動車メーカーの塗装設備工事の需要が旺盛でしたが、

国内の需要が低迷したことにより、減少しました。完成工事高は、国内や北米、タイ、中国などで工事の出

来高が寄与したことにより、増加しました。

この結果、受注工事高は、445億48百万円(前年同四半期比9.0％減少)となり、完成工事高は、573億19百

万円(前年同四半期比27.6％増加)となりました。セグメント利益(経常利益)につきましては35億５百万

円(前年同四半期比１億97百万円減少)となりました。

　

区分

前第３四半期
連結累計期間

(自  平成23年４月１日
  至  平成23年12月31日)

(百万円)

当第３四半期
連結累計期間

(自  平成24年４月１日
  至  平成24年12月31日)

(百万円)

増減率
(％)

受注工事高 　 　 　

　 環境システム事業 ビル空調 23,607 28,733 21.7

　 　 産業空調 64,502 70,008 8.5

　 　 小計 88,109 98,741 12.1

　 　 (うち海外) (33,258) (43,845) (31.8)

　 塗装システム事業 　 48,942 44,548 △9.0

　 (うち海外) 　 (39,746) (41,204) (3.7)

　 合計 　 137,051 143,289 4.6

　 (うち海外) 　 (73,005) (85,050) (16.5)

完成工事高 　 　 　

　 環境システム事業 ビル空調 32,728 25,887 △20.9

　 　 産業空調 60,653 64,221 5.9

　 　 小計 93,381 90,108 △3.5

　 　 (うち海外) (28,795) (40,156) (39.5)

　 塗装システム事業 　 44,930 57,319 27.6

　 (うち海外) 　 (41,758) (46,974) (12.5)

　 合計 　 138,312 147,428 6.6

　 (うち海外) 　 (70,554) (87,131) (23.5)

　

(2) 財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は前連結会計年度末に比べ8.2％増加し、1,365億８百万円

となりました。これは受取手形・完成工事未収入金等が42億26百万円、有価証券が33億94百万円それぞ

れ増加したことなどによります。

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は前連結会計年度末に比べ0.7％減少し、297億55百万円と

なりました。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ6.5％増加し、1,662億

63百万円となりました。
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（負債）

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は前連結会計年度末に比べ8.8％増加し、881億84百万円と

なりました。これは未成工事受入金が85億58百万円増加したことなどによります。

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は前連結会計年度末に比べ4.0％増加し、56億75百万円とな

りました。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ8.5％増加し、938億59

百万円となりました。

　

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ4.0％増加し、724億３百万円

となりました。これは利益剰余金が33億円、その他有価証券評価差額金が２億53百万円、為替換算調整

勘定が２億53百万円それぞれ増加し、自己株式の取得により９億69百万円減少したことなどによりま

す。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　

①  当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社株式の売買は市場に委ねられるべきものと考えており、当社株式等の大量買付行為を行

う大量買付者による当社株式等の買付けの要請に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には

当社株式を保有する株主の皆様のご判断によるものと考えております。また、大量買付者による経営へ

の関与は、必ずしも企業価値を毀損するものではなく、それが当社の企業価値の拡大につながるもので

あれば何ら否定するものではありません。

しかしながら、昨今、わが国において、対象となる会社の取締役会との十分な交渉や取締役会の合意

を経ることなく、一方的に株式等の大量買付行為が行われているものの中には、その目的や買収後の方

針等の十分な情報の開示がなされないまま行われる事例が少なくありません。当社といたしましては、

こうした事態の拡大は、株主の皆様が大量買付者による買付け要請に応じるか否かについて判断を行

うだけの必要十分な時間及び情報の確保を困難にする恐れがあるものと考えております。

また、継続性を維持した企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるという目的

を達成するためには、当社グループ内の各事業会社の位置付けや役割を十分に理解しつつ、より中長期

的な観点から将来の展望を見据えて安定的な経営を目指していくことが必要であります。

当社といたしましては、大量買付者による当社株式等の大量買付行為が行われた場合に、株主の皆様

が、当社及び当社グループの特性を踏まえた上で、当該大量買付行為に応じるか否かを判断するために

必要十分な情報及び時間を確保すること、また、当社が、大量買付者との交渉の機会を確保することが、

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることにとって不可欠であると

考えております。
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②  基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、企業理念を「永続的に成長し、社会に貢献する会社づくり」、「魅力ある会社づくり」の二

点に定めております。この企業理念を実現するために、当社は、付加価値増大を通じたステークホル

ダーの繁栄、技術を通じた豊かな環境の創造と産業社会の発展、仕事を通じた社員の自己実現、相互信

頼・協調・合理性のある組織風土の醸成等を目指しています。このような当社が目指すところを経営

ビジョンとして換言したものが「法令とその精神を順守し、公正で自由な競争のもとに適正な取引を

行い、透明性と高い倫理観で、顧客・取引先、株主、社員、地域・社会、地球環境に貢献する」でありま

す。

以上の企業理念・経営ビジョンに基づき、平成23年３月期から平成25年３月期までの３ヶ年を計画

期間とした中期経営計画のもと、環境システム事業及び塗装システム事業を中心とした当社事業の持

続的な発展と経営基盤の強化を図ることにより、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、

向上させることに努めてまいります。

また、当社は、企業価値を毀損する最大の経営リスクは法令違反であることを強く認識し、法令順守

の実行を通じ、企業価値を高め、広く社会から評価されるべくコーポレート・ガバナンスを一層充実さ

せることを、経営の最重要課題としております。取締役会、監査役会、経営会議、経営倫理委員会、全社コ

ンプライアンス委員会、内部監査室等の活動を通じて、また、内部統制システムの整備を通じて、建設業

法や金融商品取引法をはじめとした関連諸法令の順守に努めております。

　

③  基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み

当社は、平成20年１月31日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益を確保し、向上させることを目的として、議決権割合を20％以上とする当社株式等の買付行為、又は

結果として議決権割合が20％以上となる当社株式等の買付行為（以下、かかる買付行為を「大量買付

行為」といい、大量買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。）に対する対応策（買収防衛策）

（以下「本プラン」といいます。）の導入を決議し、平成20年６月27日開催の第63回定時株主総会及び

平成22年６月29日開催の第65回定時株主総会において、その継続について株主の皆様からご承認をい

ただいております。

本プランは、大量買付行為が行われる場合に、株主の皆様に当該大量買付行為に応じるか否かを適切

に判断いただくための必要十分な情報及び時間を確保するために、当社取締役会が、大量買付者に対し

て、事前に大量買付情報の提供を求め、当該大量買付行為についての評価、検討、大量買付者との買付条

件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提示等を行うとともに、必要に応じて、当社取締役会か

らの独立性が高い社外取締役、社外監査役及び社外有識者の中から選任される委員で構成される独立

委員会の勧告を尊重したうえで、大量買付行為に対して、対抗措置を発動するための手続（以下「大量

買付ルール」といいます。）を定めております。

大量買付者が、大量買付ルールを遵守しなかった場合、又は大量買付ルールを遵守している場合で

あっても、当該大量買付行為が、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると認められる行

為である場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動を行うものとします。
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具体的な対抗措置としては、新株予約権の無償割当てその他法令及び当社定款において取締役会の

権限として認められるものの中から、その時々の状況に応じて、適切なものを選択するものといたしま

す。

　

④  前記取組みが、基本方針に沿い、株主の共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の

維持を目的とするものではないことについて

ア  ②の取組みについて

上記②「基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した取組みは、当社の企業価値ひいては

株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための取組みとして策定されたも

のであり、基本方針の実現に資するものです。

したがいまして、かかる取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を害するもの

ではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

イ  ③の取組みについて

当社は、上記③「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み」に記載した取組みは、以下の各理由により、基本方針に沿

い、当社の株主の皆様の共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とす

るものではないと考えております。

(ア)  買収防衛策に関する指針において定める三原則を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日付で公表した「企業価値・株主共同の利

益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた(ⅰ)企業価値・株主共

同の利益の確保・向上の原則、(ⅱ)事前開示・株主意思の原則、(ⅲ)必要性・相当性の原則の三原

則を完全に充足しています。

(イ)  企業価値研究会が公表した買収防衛策の在り方の趣旨を踏まえていること

本プランは、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日付で公表した「近時の

諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨も踏まえた内容となっております。

(ウ)  株主の皆様の意思の重視と情報開示

本プランの有効期間は、第65回定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会（平成25年６月開催予定の第68回定時株主総会）の終結の時までとなっ

ております。

ただし、本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の

決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、この点においても、

本プランの継続及び廃止は、株主の皆様の意思を尊重した形になっております。

さらに、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に応じて当社株式の売却を行うか

否かについての判断等の意思形成を適切に行っていただくために、当社取締役会は、大量買付情報

その他大量買付者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適当と認める時期及び方

法により開示することとしております。

(エ)  当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み

当社は、本プランの導入及び継続にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会

を設置しております。
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当社に対して大量買付行為がなされた場合には、独立委員会が、大量買付行為に対する対抗措置

の発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当社取締役会は独立委

員会の勧告を最大限尊重して決議を行うこととされており、取締役会の恣意的判断に基づく対抗措

置の発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されています。

さらに、本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた形式的な大量買付ルールを遵守

しない場合又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定めら

れた客観的要件を充足した場合にのみ発動することとされており、この点においても、当社取締役

会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。

(オ)  デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッドハン

ド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛

策）ではありません。また、当社は取締役の任期について期差任期制を採用していないため、本プラ

ンは、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、そ

の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は544百万円であります。

EDINET提出書類

株式会社大気社(E00183)

四半期報告書

 8/21



第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

　

②  【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 36,782,009 36,782,009
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株で
あります。

計 36,782,009 36,782,009－ －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成24年12月31日 － 36,782,009 － 6,455 － 7,297

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日である平成24年９月30日の株主名簿により記載を

しております。

①  【発行済株式】

平成24年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 314,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 36,429,500 364,295 －

単元未満株式 普通株式 38,409 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 　 36,782,009 － －

総株主の議決権 － 364,295 －

(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式45株が含まれております。

　

②  【自己株式等】

平成24年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 東京都新宿区
西新宿８－17－１

314,100 － 314,100 0.85
株式会社大気社

計 － 314,100 － 314,100 0.85

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１

日から平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人Ａ＆Ａパートナーズにより四半期レビューを受けてお

ります。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 24,450 22,170

受取手形・完成工事未収入金等 ※
 75,424

※
 79,650

有価証券 2,554 5,948

未成工事支出金 15,220 15,620

材料貯蔵品 582 745

その他 ※
 8,103

※
 12,628

貸倒引当金 △179 △256

流動資産合計 126,155 136,508

固定資産

有形固定資産 7,158 7,976

無形固定資産

のれん 2,152 2,059

その他 1,196 1,021

無形固定資産合計 3,349 3,080

投資その他の資産

投資有価証券 17,237 16,281

その他 2,386 2,594

貸倒引当金 △179 △177

投資その他の資産合計 19,444 18,698

固定資産合計 29,953 29,755

資産合計 156,108 166,263

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 ※
 48,789

※
 43,958

短期借入金 4,176 4,483

未払法人税等 644 951

未成工事受入金 17,766 26,324

賞与引当金 － 1,722

完成工事補償引当金 596 596

工事損失引当金 2,810 1,163

役員賞与引当金 61 73

その他 ※
 6,205

※
 8,909

流動負債合計 81,050 88,184

固定負債

長期借入金 924 793

退職給付引当金 3,029 2,812

役員退職慰労引当金 129 128

その他 1,371 1,941

固定負債合計 5,455 5,675

負債合計 86,506 93,859
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,455 6,455

資本剰余金 7,297 7,297

利益剰余金 54,810 58,110

自己株式 △492 △1,461

株主資本合計 68,071 70,401

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,428 3,681

繰延ヘッジ損益 26 10

為替換算調整勘定 △4,607 △4,354

その他の包括利益累計額合計 △1,152 △663

少数株主持分 2,683 2,665

純資産合計 69,602 72,403

負債純資産合計 156,108 166,263
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
 【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

完成工事高 138,282 147,417

完成工事原価 119,939 127,174

完成工事総利益 18,342 20,242

販売費及び一般管理費 11,796 12,770

営業利益 6,546 7,472

営業外収益

受取利息 205 193

受取配当金 263 267

保険配当金 123 121

不動産賃貸料 91 83

貸倒引当金戻入額 － 16

持分法による投資利益 35 －

償却債権取立益 193 －

その他 129 212

営業外収益合計 1,043 894

営業外費用

支払利息 163 148

不動産賃貸費用 64 59

為替差損 120 42

貸倒引当金繰入額 95 －

持分法による投資損失 － 29

その他 70 53

営業外費用合計 514 334

経常利益 7,075 8,033

特別利益

固定資産処分益 34 54

投資有価証券売却益 27 255

その他 2 0

特別利益合計 64 310

特別損失

固定資産処分損 33 15

投資有価証券売却損 14 157

投資有価証券評価損 207 39

持分変動損失 － 227

その他 3 31

特別損失合計 259 471

税金等調整前四半期純利益 6,880 7,872

法人税、住民税及び事業税 1,769 2,203

法人税等調整額 1,178 998

法人税等合計 2,948 3,202

少数株主損益調整前四半期純利益 3,932 4,669

少数株主利益 344 94

四半期純利益 3,587 4,575
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 【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,932 4,669

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,164 253

繰延ヘッジ損益 32 △16

為替換算調整勘定 △1,372 118

持分法適用会社に対する持分相当額 △6 2

その他の包括利益合計 △2,510 357

四半期包括利益 1,421 5,027

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,296 5,065

少数株主に係る四半期包括利益 124 △37
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

該当事項はありません。

　
【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

  これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微

であります。

　
【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※    四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

受取手形 130百万円 124百万円

受取手形裏書譲渡高 11百万円 2百万円

営業外受取手形 1百万円 6百万円

支払手形 442百万円 549百万円

営業外支払手形 2百万円 6百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第

３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれん

の償却額は、次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年12月31日)

減価償却費 908百万円 875百万円

のれんの償却額 62百万円 84百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 551 15.00平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

平成23年11月10日
取締役会

普通株式 547 15.00平成23年９月30日 平成23年12月１日 利益剰余金

　

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３  株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 729 20.00平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

平成24年11月９日
取締役会

普通株式 547 15.00平成24年９月30日 平成24年11月30日 利益剰余金

　

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３  株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日）

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　

報告セグメント
調整額
(百万円)
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(百万円)
(注２)

環境システム
事業
(百万円)

塗装システム
事業
(百万円)

合計
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 93,378 44,904138,282 － 138,282

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

3 26 29 △29 －

計 93,381 44,930138,312 △29 138,282

セグメント利益 3,156 3,702 6,858 216 7,075

(注) １  調整額は、以下のとおりであります。

  セグメント利益の調整額216百万円は、各報告セグメントに配分していない全社損益(全社収益と全社費用

の純額)205百万円及びその他の調整額11百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属

しない受取配当金等であります。

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　

２ 報告セグメントごとの資産に関する情報

前連結会計年度の末日に比して、当第３四半期連結会計期間の報告セグメントごとの資産の金額が著

しく変動しております。その概要は以下のとおりであります。

「塗装システム事業」セグメントにおいて、Geico S.p.A.の株式を取得し同社及びその子会社２社を

連結子会社としたこと並びにGeico Painting Equipment Manufacture(Suzhou)Co.,Ltd.及び "Geico

Russia"LLCを新たに設立したことに伴い、セグメント資産が7,670百万円増加しております。

　

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 （のれんの金額の重要な変動）

「塗装システム事業」セグメントにおいて、Geico S.p.A.の株式を取得し、同社及びその子会社２社を

連結子会社としました。

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第３四半期連結累計期間においては2,253百万円でありま

す。
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日）

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　

報告セグメント
調整額
(百万円)
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(百万円)
(注２)

環境システム
事業
(百万円)

塗装システム
事業
(百万円)

合計
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 90,101 57,315147,417 － 147,417

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

7 3 11 △11 －

計 90,108 57,319147,428 △11 147,417

セグメント利益 4,300 3,505 7,806 227 8,033

(注) １  調整額は、以下のとおりであります。

  セグメント利益の調整額227百万円は、各報告セグメントに配分していない全社損益(全社収益と全社費用

の純額)220百万円及びその他の調整額６百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属

しない受取配当金等であります。

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年12月31日)

１株当たり四半期純利益 97.98円 125.89円

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益(百万円) 3,587 4,575

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 3,587 4,575

普通株式の期中平均株式数(千株) 36,618 36,347

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
２ 【その他】

第68期(平成24年４月１日から平成25年３月31日まで)中間配当については、平成24年11月９日開催の取

締役会において、平成24年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり行うことを決議

いたしました。

① 配当金の総額 547百万円

② １株当たりの金額 15円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成24年11月30日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年２月14日

株  式  会  社  大  気  社

  取  締  役  会  御  中

　
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    中    井    義    己    ㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    加 賀 美    弘    明    ㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    寺    田    聡    司    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社大気社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成
24年10月１日から平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12
月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大気社及び連結子会社の平成24年12
月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していな
いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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